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三 

 
衆
議
院
議
員
渡
辺
武
三
君
提
出
地
代
家
賃
統
制
令
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

1
に
つ
い
て 

昭
和
四
十
六
年
の
告
示
改
正
は
、
統
制
額
が
、
長
年
据
え
置
か
れ
た
結
果
、
租
税
、
地
代
又
は
必
要
経
費
を

ま
か
な
う
に
足
り
ず
、
公
正
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
に
至
つ
た
た
め
、
行
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。 

す
な
わ
ち
、
昭
和
四
十
五
年
十
一
月
一
日
現
在
で
建
設
省
の
行
な
つ
た
昭
和
四
十
五
年
度
地
代
家
賃
実
態
調

査
に
よ
れ
ば
、
六
大
都
市
に
お
け
る
統
制
家
賃
の
平
均
は
、
統
制
対
象
外
家
賃
の
十
六
分
の
一
以
下
で
あ
る

三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
約
百
二
十
円
で
、
そ
の
金
額
か
ら
公
租
公
課
を
差
し
引
い
た
額
は
約
六
十
円
に

す
ぎ
ず
、
ま
た
、
統
制
地
代
の
平
均
は
、
統
制
対
象
外
地
代
の
三
分
の
一
以
下
で
あ
る
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

あ
た
り
約
四
十
円
で
、
そ
の
金
額
か
ら
公
租
公
課
を
差
し
引
い
た
額
は
約
十
円
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
ら
の
額
で
は

必
要
経
費
を
ま
か
な
う
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
状
況
で
あ
つ
た
。 



2
に
つ
い
て 

同
改
正
に
あ
た
つ
て
は
、
大
都
市
の
平
均
的
な
宅
地
の
昭
和
四
十
六
年
度
に
お
け
る
固
定
資
産
評
価
額
及
び

固
定
資
産
税
課
税
標
準
額
を
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
六
万
千
二
百
円
及
び
一
万
八
千
九
百
円
、
昭
和
四

十
八
年
度
の
土
地
の
評
価
替
え
に
よ
る
評
価
額
の
増
加
率
を
一
・
七
倍
、
各
年
度
の
課
税
標
準
額
の
増
加
率
を

一
・
三
倍
と
見
込
ん
で
、
改
正
後
の
統
制
対
象
の
地
代
・
家
賃
の
額
の
試
算
を
行
な
つ
た
。
同
試
算
に
よ
れ 

ば
、
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
昭
和
四
十
六
年
度
に
お
け
る
地
代
百
十
一
円
、
家
賃
三
百
三
十
八
円
、
昭
和

四
十
七
年
度
に
お
け
る
地
代
百
四
十
一
円
、
家
賃
三
百
八
十
三
円
、
昭
和
四
十
八
年
度
に
お
け
る
地
代
百
八
十

八
円
、
家
賃
四
百
五
十
三
円
で
あ
る
。
以
上
の
結
果
、
昭
和
四
十
六
年
度
の
改
正
後
の
統
制
額
は
、
家
賃
に
お

い
て
統
制
対
象
外
家
賃
の
約
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
地
代
に
お
い
て
は
、
統
制
対
象
外
地
代
の
約
八
十
パ
ー
セ
ン

ト
に
留
ま
る
も
の
と
見
込
ま
れ
た
。 

告
示
改
正
は
、
建
設
大
臣
が
、
地
代
・
家
賃
の
実
態
、
統
制
令
の
実
施
状
況
等
を
調
査
検
討
し
、
改
正
の
影 

四 

 



3
に
つ
い
て 

前
述
の
よ
う
に
、
昭
和
四
十
六
年
の
告
示
改
正
は
、
統
制
額
が
公
正
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
に
至
つ
た
た
め
行

な
つ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
統
制
額
も
、
賃
料
の
急
激
な
上
昇
と
借
主
の
過
重
な
負
担
を
避
け
る
よ
う
配
慮
し

て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、
改
正
後
の
統
制
額
は
公
正
で
あ
り
、
告
示
改
正
が
地
代
家
賃
統
制
令 

地
代
家
賃
統
制
令
に
お
い
て
は
、
地
代
又
は
家
賃
の
統
制
額
が
、
物
価
の
高
騰
等
経
済
上
の
変
動
に
伴
い
維

持
管
理
費
用
等
が
増
大
し
、
公
正
を
欠
く
に
至
つ
た
場
合
、
統
制
額
を
改
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
そ

の
権
限
を
建
設
大
臣
に
委
任
し
て
い
る
。 

響
、
当
事
者
の
利
害
を
も
考
慮
し
て
原
案
を
作
成
し
、
経
済
企
画
庁
長
官
と
協
議
の
う
え
、
物
価
対
策
閣
僚
協

議
会
の
議
を
経
て
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。 

地
主
、
家
主
、
借
地
人
、
借
家
人
等
の
当
事
者
の
意
見
の
聴
取
は
と
く
に
行
な
つ
て
は
い
な
い
が
、
関
係
当

事
者
等
か
ら
提
出
さ
れ
た
意
見
は
十
分
参
考
と
し
た
。 

五 

 



 

六 

の
趣
旨
に
反
し
た
越
権
行
為
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。 

4
に
つ
い
て 

地
代
及
び
家
賃
の
統
制
額
を
定
め
る
告
示
は
、
統
制
額
が
公
正
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
に
至
つ
た
場
合
に
改

正
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
現
時
点
で
直
ち
に
告
示
を
改
正
す
る
意
図
は
な
い
が
、
今
後
と
も
よ
く
実
態
の

調
査
を
続
け
て
ま
い
り
た
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




